
お問い合わせ先 ☎052-212-3011

特定社債保証の適債基準を満たし、

『ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）推進に取り組むかた』
に対し、保証料率を割引いたします。

『2021年4月1日～2030年12月31日保証申込受付分』
までの取扱いです。ぜひご利用ください！

対象者

保証料率

※詳しい制度内容は裏面をご覧ください

保証料率を、通常の特定社債保証より、最大0.２％割引します

（２）次の１７の目標のいずれかに該当する取組みを行っている、または
行おうとしていること。

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 型

特 定 社 債 保 証

次の（１）から（３）のいずれかに該当する会社

（３）ＳＤＧｓ推進の一環として金融機関が取扱う「寄贈型(寄付型)私募債」
により資金調達を図ろうとしていること。

（１）「名古屋市SDGｓ推進プラットフォーム※」の会員であること。

※名古屋市ＳＤＧｓ推進プラットフォームとは、名古屋市がＳＤＧｓに取り組む企業・団体・大学等を会員とし、
名古屋市域全体におけるＳＤＧｓの取り組みの一層の向上を図ることを目的に設置されたプラットフォームです。



制 度 概 要
ご利用できるかた

保 証 金 額

資 金 使 途

保 証 期 間

返 済 方 法

支 払 金 利

保 証 料 率

担 保

連 帯 保 証 人

責 任 共 有

下記の適債基準（※）のいずれかを満たし、表面「対象者」のいずれかに該当する会社

４億５ , 0 00万円以内
（発行限度額5億6,000万円・最低発行額は3,000万円）

事業資金

２年以上７年以内

期限一括償還または定時償還（６か月ごとの償還）

発行体の所定利率

区分 １ 2 3 4 ５ ６ ７ ８ ９

年率(％) 1.74 1.56 1.40 1.25 0.95 0.80 0.65 0.50 0.35

（参考）

通常の特定社債 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

必要に応じて要します。

不要です。

責任共有対象です。

項 目 充足条件 基準１ 基準２ 基準３

純 資 産 の 額 必須
5,000万円以上
3億円未満

3億円以上
5億円未満

5億円以上

自 己 資 本 比 率 （ % ）
純 資 産 の 額 ÷ ( 純 資 産 額 + 負 債 の 額 ) × 1 0 0

1つ以上
20％以上 20％以上 15％以上

純 資 産 倍 率 （ 倍 ）
純 資 産 の 額 ÷ 資 本 金

2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上

使 用 総 資 本 事 業 利 益 率 （ % ）
(営業利益＋受取利息 ・受取配当金 )÷資産の額× 1 0 0

1つ以上
10％以上 10％以上 5％以上

イ ン タ レ ス ト ・ カ バ レ ッ ジ ・ レ ー シ オ （ 倍 ）
(営業利益＋受取利息・受取配当金)÷(支払利息＋割引料）

2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上

必 要 書 類
通常の特定社債に必要な書類のほか、所定の「ＳＤＧｓ型特定社債保証資格要件
申告書」、「名古屋市ＳＤＧｓ推進プラットフォーム」会員のかたは会員証の写しが必
要です。


